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危 険 物 の 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い 等 の 安 全 対 策  

１  共 通 対 策  

ア  危 険 物 の 取 扱 い 場 所 （ 可 燃 性 蒸 気 対 策 ）  

( ｱ )  危 険 物 を 取 り 扱 う 場 合 は 、 可 能 な 限 り 屋 外 で 行 う こ と 。  

( ｲ )  屋 内 で 危 険 物 を 取 り 扱 う 場 合 は 、 可 燃 性 蒸 気 が 滞 留 し  

な い よ う に 換 気 に 留 意 す る こ と 。  

イ  保 有 空 地 の 確 保  

( ｱ )  危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政 令 第 １ ６ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規  

定 の 例 に よ り 下 表 の と お り 、 保 有 空 地 を 確 保 す る こ と 。  

た だ し 、 高 引 火 点 危 険 物 の み を 仮 貯 蔵 等 す る 場 合 は 、 当  

該 危 険 性 を 踏 ま え た 空 地 の 幅 と す る こ と が で き る 。  

区  分  空 地 の 幅  

指 定 数 量 の 倍 数 が １ ０ 以 下  ３ メ ー ト ル 以 上  

指 定 数 量 の 倍 数 が １ ０ を 超 え ２ ０ 以 下  ６ メ ー ト ル 以 上  

指 定 数 量 の 倍 数 が ２ ０ を 超 え ５ ０ 以 下  １ ０ メ ー ト ル 以 上  

指 定 数 量 の 倍 数 が ５ ０ を 超 え ２ ０ ０ 以 下  ２ ０ メ ー ト ル 以 上  

指 定 数 量 の 倍 数 が ２ ０ ０ を 超 え る  ３ ０ メ ー ト ル 以 上  

( ｲ )  保 有 空 地 の 周 囲 に は 、 柵 、 ロ ー プ 等 を 立 て て 空 地 を 確  

保 す る こ と 。  

ウ  標 識 の 設 置  

危 険 物 の 仮 貯 蔵 等 を 行 う 場 所 で は 、見 や す い 箇 所 に 標 識 、

掲 示 板 を 立 て 関 係 者 に 注 意 喚 起 を 行 う こ と 。  

エ  流 出 防 止 対 策  



2 

( ｱ )  流 出 し た 危 険 物 が 拡 散 し な い 形 状 の 場 所 を 選 定 す る こ  

と 。  

( ｲ )  危 険 物 の 仮 貯 蔵 等 に 伴 い 多 量 の 危 険 物 が 流 出 す る お そ  

れ が あ る 場 合 は 、 吸 着 マ ッ ト の 用 意 や 簡 易 の 防 油 堤 を 設  

置 す る 等 、 必 要 な 流 出 防 止 対 策 を 講 ず る こ と 。  

オ   火 気 使 用 の 制 限  

危 険 物 の 仮 貯 蔵 等 を 行 う 場 所（ 保 有 空 地 を 含 む 。）で 火 気

の 使 用 は 、 禁 止 す る こ と 。  

カ   静 電 気 対 策  

( ｱ )  第 ４ 類 第 １ 石 油 類 、 第 ２ 石 油 類 を 取 り 扱 う 場 合 は 、 危  

険 物 容 器 （ ド ラ ム 本 体 、 詰 め 替 え 容 器 ） だ け で な く 、 給  

油 に 使 用 す る ド ラ ム ポ ン プ 等 の ア ー ス も 確 保 し 、 確 実 に  

静 電 気 を 逃 す こ と 。  

( ｲ )  静 電 誘 導 に よ る 帯 電 を 防 止 す る た め に 、 危 険 物 の 仮 貯  

蔵 等 を 行 う 場 所 に は 可 能 な 限 り 金 属 類 を 置 か ず 、 ど う し  

て も 必 要 な 場 合 に は 当 該 金 属 類 も 確 実 に ア ー ス 又 は ボ ン  

デ ィ ン グ（ 導 体 同 士 を 電 線 で 接 続 す る こ と 。）を 確 保 す る  

こ と 。  

( ｳ )  遮 光 や 防 風 に も 絶 縁 性 素 材 は 、 極 力 使 用 し な い こ と 。  

( ｴ )  危 険 物 を 取 り 扱 う 作 業 者 は 、 静 電 安 全 靴 の 着 用 等 静 電  

気 対 策 を 行 う こ と 。  

( ｵ )  作 業 服 を 着 脱 し た 後 に は 、 ア ー ス さ れ て い る 金 属 等 に  

必 ず 触 れ て 危 険 物 の 取 扱 い 時 に お け る 人 体 等 の 帯 電 量 を  
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小 さ く す る こ と 。  

( ｶ )  作 業 場 所 に ビ ニ ー ル シ ー ト 等 を 敷 く 場 合 に は 、 導 電 性  

の 確 保 に 留 意 す る こ と 。  

( ｷ )  給 油 、 移 替 え 等 の 場 合 、 そ の 流 速 を 可 能 な 限 り 小 さ く  

抑 え る （ 充 填 の 初 期 最 大 流 量 は １ ｍ ／ ｓ ） と と も に 、 高  

所 か ら 危 険 物 を 放 出 し て タ ン ク 壁 面 に 危 険 物 を 勢 い よ く  

ぶ つ か る 状 況 を 避 け 、 充 填 後 し ば ら く 静 置 す る こ と 。  

キ  消 火 設 備 の 設 置  

取 り 扱 う 危 険 物 に 応 じ た 消 火 設 備 （ 消 火 器 等 ） を 用 意 す  

る こ と 。  

ク  取 扱 い 場 所 の 管 理  

危 険 物 を 取 り 扱 う 場 所 は 明 確 に 区 分 し て お く と と も に 、

作 業 に 関 係 が な い 者 の 立 ち 入 り を 禁 ず る こ と 。  

ケ  危 険 物 取 扱 者 の 立 会 い 等  

( ｱ )  危 険 物 の 取 扱 い に 際 し て は 、 可 能 な 限 り 危 険 物 取 扱 者  

免 状 保 有 者 自 身 が 取 り 扱 う か 立 ち 会 う こ と 。  

( ｲ )  危 険 物 の 貯 蔵 ・ 取 扱 い の 全 体 管 理 業 務 は 危 険 物 取 扱 い  

に 関 す る 有 資 格 者 等 専 門 知 識 を 有 す る 者 が 行 う こ と 。  

コ  二 次 災 害 の 発 生 防 止  

余 震 発 生 、 避 難 勧 告 発 令 時 等 に お け る 対 応 に つ い て あ ら

か じ め 定 め て お く こ と 。  

サ  安 全 対 策 を 講 ず る 上 で 必 要 な 資 機 材 等 の 準 備  
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ア か ら コ で 示 し た 安 全 対 策 を 講 ず る 上 で 必 要 と な る 資 機

材 等 を 当 該 場 所 以 外 の 場 所 か ら 調 達 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、

調 達 先 ・ 調 達 手 順 に つ い て あ ら か じ め 定 め る こ と 。  

⑵  危 険 物 の 取 扱 い 形 態 に 着 目 し た 特 有 の 対 策  

⑴ に 示 し た 危 険 物 の 仮 貯 蔵 等 に 際 し て 共 通 し て 講 ず る べ き

対 策 に 加 え 、 危 険 物 の 取 扱 い 形 態 に 着 目 し た 特 有 の 対 策 は 次

の と お り と す る 。  

ア  ド ラ ム 缶 等 に よ る 燃 料 の 危 険 物 の 貯 蔵 及 び 取 扱 い 【 実 施

計 画 書 例 １ 】  

( ｱ )  屋 内 に お い て ド ラ ム 缶 等 に よ る 燃 料 の 貯 蔵 を 行 う 場  

合 は 、 当 該 場 所 の 通 風 、 換 気 を 確 保 す る こ と 。  

( ｲ )  ガ ソ リ ン 等 の 第 ４ 類 第 １ 石 油 類 を 、 夏 場 の 気 温 の 上 昇  

や 直 射 日 光 等 に よ り ド ラ ム 缶 等 の 温 度 上 昇 の お そ れ が あ  

る 場 所 で 貯 蔵 し 、 又 は 取 り 扱 う 場 合 は 、 当 該 ド ラ ム 缶 等  

が 温 度 上 昇 及 び 圧 力 上 昇 し な い よ う に 配 慮 す る こ と 。  

( ｳ )  ド ラ ム 缶 等 か ら の 給 油 、 小 分 け に つ い て は 、 可 燃 性 蒸  

気 の 滞 留 防 止 の 観 点 か ら 、 可 能 な 限 り 屋 外 で 行 う こ と 。  

ま た 、 屋 内 で 行 う 場 合 で あ っ て も ２ 面 以 上 の 壁 が 開 放  

さ れ た 場 所 で 行 う な ど 、 通 風 、 換 気 の 確 保 を 行 う こ と 。  

( ｴ )  ガ ソ リ ン 等 の 第 ４ 類 第 １ 石 油 類 の 給 油 、 小 分 け に 際 し  

て は 、 ド ラ ム 缶 等 の 蓋 を 開 け る 前 に 周 囲 の 安 全 や 火 気 使  

用 制 限 の 確 認 を 徹 底 す る こ と 。  

( ｵ )  燃 料 の 小 分 け 等 の 危 険 物 の 取 扱 い を 行 う 場 合 は 、 ド ラ  
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ム 缶 等 の 集 積 さ れ て い る 貯 蔵 場 所 か ら 離 れ た 別 の 場 所 に  

確 保 す る こ と 。  

( ｶ )  取 扱 い 場 所 の 危 険 物 量 は 、可 能 な 限 り 少 な く す る こ と 。 

( ｷ )  ド ラ ム 缶 等 か ら 自 動 車 に ガ ソ リ ン を 給 油 す る 場 合 、 ガ  

ソ リ ン が 満 タ ン に な っ た と き 、 自 動 的 に 停 止 す る 機 能 が  

な く 、 さ ら に 給 油 中 に ガ ソ リ ン の 液 面 の 位 置 を 把 握 す る  

こ と が 困 難 で あ る こ と か ら 、 過 剰 給 油 に よ り ガ ソ リ ン が  

給 油 口 か ら 溢 れ 出 て し ま う 危 険 性 が あ る こ と に 留 意 し 、  

細 心 の 注 意 を 払 っ て 給 油 す る と と も に 、 静 電 気 対 策 を 含  

め た 出 火 防 止 対 策 を 十 分 に 行 う こ と 。  

イ  危 険 物 を 収 納 す る 設 備 等 か ら の 危 険 物 の 抜 取 り 【 実 施 計

画 書 例 ２ 】  

( ｱ )  変 圧 器 等 の 危 険 物 を 収 納 す る 設 備 に つ い て 、 点 検 、 修  

理 す る た め 危 険 物 を 抜 き 取 る 場 合 は 、 多 量 の 危 険 物 が 流  

出 す る 危 険 性 が あ る こ と か ら 、 仮 設 防 油 堤 の 設 置 、 漏 洩  

防 止 シ ー ト の 敷 設 等 の 流 出 防 止 対 策 を 講 じ る と と も に 、  

配 管 の 結 合 部 か ら の 流 出 防 止 対 策 と し て 必 要 に 応 じ て オ  

イ ル パ ン を 設 置 す る こ と 。  

( ｲ )  危 険 物 の 流 出 量 を 小 さ く す る た め 、 １ 箇 所 の 取 扱 い 場  

所 で 複 数 の 設 備 か ら の 抜 取 り を 同 時 に 行 わ な い こ と 。  

ウ  移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 等 か ら の 給 油 、 注 油 等 【 実 施 計 画 書 例

３ 】  

( ｱ )  移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 等 か ら の 直 接 給 油 、 又 は 容 器 へ の 詰  
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め 替 え （ 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政 令 第 ２ ７ 条 第 ６ 項 第 ４  

号 イ 及 び ロ で 認 め ら れ て い る 取 扱 い を 除 く 。）を 行 う 場 合  

に は 、 原 則 と し て ガ ソ リ ン 以 外 の 危 険 物 と す る こ と 。  

( ｲ )  危 険 物 を 取 り 扱 う 場 所 を 明 確 に 定 め 、 空 地 の 確 保 や 標  

識 の 設 置 等 を 行 う と と も に 給 油 や 詰 め 替 え に 関 係 の な い  

者 の 立 ち 入 り を 厳 に 禁 ず る こ と 。  

( ｳ )  吸 着 マ ッ ト 等 、 危 険 物 の 流 出 時 の 応 急 資 機 材 を 準 備 し  

て お く こ と 。  

( ｴ )  移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 か ら 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 へ 注 入 を 行 う  

場 合 は 、 注 入 口 と 注 入 ホ ー ス を 緊 結 す る こ と 。 た だ し 、  

注 入 さ れ る 側 の タ ン ク 容 量 が １ ，０ ０ ０ リ ッ ト ル 未 満 で 、 

引 火 点 が ４ ０ ℃ 以 上 の 危 険 物 に 限 り 、 注 入 ホ ー ス の 先 端  

部 に 手 動 開 閉 装 置 を 備 え た 注 入 ノ ズ ル （ 手 動 開 閉 装 置 を  

開 放 の 状 態 で 固 定 す る 装 置 を 備 え た も の を 除 く 。）に よ り  

注 入 を 行 う こ と が で き る 。  

( ｵ )  ホ ー ス 等 に 残 っ た 危 険 物 は 、 適 切 に 処 理 す る こ と 。  

( ｶ )  移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 か ら 直 接 給 油 す る 形 態 で は 、 吹 き こ  

ぼ し 防 止 に 細 心 の 注 意 を 払 っ て 給 油 す る こ と 。  

( ｷ )  震 災 等 に よ り 広 範 囲 に 渡 っ て 給 油 取 扱 所 の 再 開 の 見 込  

み が 立 た ず 、 応 急 対 策 や 被 災 地 で の 生 活 を 営 む 上 で 、 移  

動 タ ン ク 貯 蔵 所 か ら 直 接 ガ ソ リ ン を 給 油 す る 必 要 に 迫 ら  

れ て い る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 危 険 性 に つ い て 、 対 応 す  

る 十 分 な 安 全 対 策 を 適 切 に 実 施 す る こ と 。  



7 

a  給 油 時 の 漏 れ 、溢 れ 等 に よ る 流 出 事 故 の 発 生 危 険 性  

（ 給 油 取 扱 所 の 給 油 設 備 に は 、 自 動 車 タ ン ク 満 量 時  

の 自 動 停 止 機 能 や 安 全 に 給 油 で き る 最 大 吐 出 量 の 設  

定 等 に よ り 、給 油 時 の 漏 れ 、溢 れ 等 を 防 止 し て い る 。） 

ｂ  流 出 事 故 が 発 生 し た 場 合 の 火 災 発 生 危 険 （ 給 油 取  

扱 所 で は 、 万 が 一 ガ ソ リ ン が 流 出 し た 場 合 に お い て  

も 、 流 出 し た ガ ソ リ ン や 可 燃 性 蒸 気 が 滞 留 せ ず 、 か  

つ 漏 れ た ガ ソ リ ン を 敷 居 外 に 流 出 さ せ な い た め の 傾  

斜 や 排 水 溝 、 貯 留 設 備 が あ り 、 給 油 空 地 外 に も 被 害  

が 拡 大 す る こ と を 防 止 し て い る 。）  

ｃ  火 災 が 発 生 し た 場 合 の 人 的 被 害 発 生 危 険 （ 給 油 取  

扱 所 で は 、 給 油 に 関 係 な い 者 の 立 ち 入 り を 管 理 さ れ  

て い る 。 さ ら に 、 震 災 時 等 に お い て は 、 給 油 場 所 で  

の 給 油 希 望 者 の 行 列 な ど に よ る 多 数 の 利 用 者 の 集 中  

が 考 え ら れ る 。）  

ｄ  火 災 が 発 生 し た 場 合 の 周 囲 へ 延 焼 拡 大 危 険 性 （ 給  

油 取 扱 所 で は 、 防 火 塀 等 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る 。  

さ ら に 、 震 災 時 等 に お い て は 周 辺 建 物 の 損 壊 等 に よ  

る 延 焼 拡 大 危 険 性 の 増 大 が 考 え ら れ る 。）  


